
○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
六
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

3
4

簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
一
、
二
、
一
八

六
一
、
二
、
一
八

　
　
（
予
）

六
一
、
四
、
八

可
　
　
決

六
一
、
四
、
一
一

可
　
　
決

六
一
、
二
、
一
八

六
一
、
三
、
六

可
　
　
決

六
一
、
三
、
八

可
　
　
決

35

郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
一
八

二
、
一
八

（
予
）

　
　
　
四
、
八

可
　
　
決

　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

二
、
一
八

　
　
　
三
、
六

可
　
　
決

　
　
　
三
、
八

可
　
　
決

36

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
一
八

二
、
一
八

（
予
）

　
　
四
、
一
五

可
　
　
決

　
　
四
、
一
八

可
　
　
決

二
、
一
八

　
　
　
四
、
三

可
　
　
決

　
　
　
四
、
八

可
　
　
決

4
9

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
二
五

二
、
二
五

（
予
）

　
　
　
四
、
二
二

可
　
　
決

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

二
、
二
五

　
　
　
四
、
九

可
　
　
決

　
　
四
、
一
一

可
　
　
決

51

郵
便
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参

二
、
二
八

二
、
二
八

　
　
三
、
二
五

可
　
　
決

　
　
　
三
、
二
八

可
　
　
決

二
、
二
八

（
予
）

　
　
　
四
、
一
六

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
七

可
　
　
決

65

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

衆

三
、
一
五

三
、
一
五

（
予
）

　
　
五
、
一
三

可
　
　
決

　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

三
、
一
八

　
　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

　
　
四
、
二
五

可
　
　
決



国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承

認
を
求
め
る
の
件

衆

六
一
、
三
、
四

六
一
、
三
、
四

　
　
（
予
）

六
一
、
三
、
二
七

承
　
　
認

六
一
、
三
、
二
八

承
　
　
認

六
一
、
三
、
四

六
一
、
三
、
二
四

承
　
　
認

六
一
、
三
、
二
五

承
　
　
認

Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算
（
一
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
九
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

六
一
、
一
、
二
八

六
一
、
一
、
二
八

六
一
、
一
、
二
八

簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の

　
充
実
等
を
図
る
た
め
、
保
険
金
額
の
加
入
限
度
額
の
管
理
方
法
を
改

め
る
と
と
も
に
、
保
険
金
額
を
増
額
す
る
た
め
の
契
約
変
更
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
保
険
金
額
の
加
入
限
度
額
管
理
方
法
の
改
正

　
　
現
在
、
保
険
金
額
の
加
入
限
度
額
は
、
被
保
険
者
一
人
に
つ
き
、



　
一
千
万
円
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
定
条
件
を
満
た
す
保
険
契
約
に

　
係
る
保
険
金
額
に
つ
い
て
は
、
加
入
保
険
金
額
に
算
入
し
な
い
こ

　
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
な
加
入
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
図

　
る
ほ
か
、
被
保
険
者
の
年
齢
に
応
じ
て
加
入
限
度
額
を
設
定
す
る

　
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
限
度
額
の
管
理
方
法
等
に
つ
い

　
て
は
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
変
更

　
　
保
険
金
額
を
増
額
す
る
た
め
の
契
約
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
簡
易
生

　
命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
及
び
加
入
者
の
利
便

　
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
保
険
金
額
の
加
入
限
度
額
の
管
理
方
法
を

　
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
な
加
入
限
度
額
の
引
き
上
げ
を
図
る

　
と
と
も
に
　
保
険
金
額
を
増
額
す
る
た
め
、
保
険
契
約
の
変
更
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
郵
便
年
金

の
保
障
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保
証
期
間
付
年
金
契
約
に
つ
い

て
、
年
金
継
続
受
取
人
の
終
身
に
わ
た
り
年
金
の
支
払
い
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
便
宜
一
括
し
て
審
査
し
、

両
法
律
改
正
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
、
簡
保
・
年
金
資
金
運
用
の
あ
り
方
、

新
限
度
額
管
理
方
式
の
内
容
、
営
業
活
動
の
強
化
と
職
員
の
労
働
条

件
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
両
法
律
案
に
つ
い
て
順
次
採
決
の

結
果
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
両
法
律
案
に
対
し
、
片
山
甚
市
理
事
よ
り
、
新
種
商
品
の

開
発
及
び
資
金
運
用
制
度
の
改
善
等
二
項
目
の
附
帯
決
議
案
が
提
出

さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
こ
れ
を
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
五
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
年
金
需
要
の
動
向
に
か
ん
が
み
、

郵
便
年
金
の
保
障
機
能
の
充
実
等
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
、
現
在
、
保
証
期
間
付
年
金
契
約
に
つ
い
て
は
、

年
金
受
取
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
年
金
継
続
受
取
人
に
保
証
期
間

中
年
金
を
支
払
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
年
金
継
続
受
取
人
の
終

身
に
わ
た
り
年
金
の
支
払
い
が
で
き
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
一
六
二
ペ
ー
ジ
参
照

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
六

要
旨　

本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全

の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
の
一
部
改
正
の
発
効
に
備
え
、
郵
政
大

臣
の
行
う
無
線
設
備
の
型
式
検
定
の
機
器
の
範
囲
に
つ
い
て
所
要
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
我
が
国
内
外
の
国

際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
外
国
人
等
に
免
許
を
付
与
す
る
こ
と
が

で
き
る
無
線
局
の
範
囲
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
船
舶
に
施
設
す
る
救
命
艇
用
無
線
電
信
、
生
存
艇
用
非
常
位
置

　
指
示
無
線
標
識
及
び
双
方
向
無
線
電
話
に
つ
い
て
、
郵
政
大
臣
の

　
行
う
型
式
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
施
設
し
て
は
な
ら

　
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
外
国
人
等
が
開
設
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
、
相
互
主
義
を
前
提

　
と
し
て
、
新
た
に
陸
上
移
動
中
継
局
、
無
線
呼
出
局
等
の
陸
上
に

　
開
設
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
も
免
許
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
よ
う
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
る
、

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を

　
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
千
九
百
七
十
四
年
の
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全

　
の
た
め
の
国
際
条
約
附
属
書
の
一
部
改
正
の
発
効
に
備
え
る
た
め
、

　
郵
政
大
臣
の
行
う
無
線
設
備
の
型
式
検
定
の
範
囲
に
つ
い
て
所
要
の

一　 　 　 　 　

号
）



整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
経
済
活
動
の
国
際
化
の
進
展
に
か
ん

が
み
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
、
外
国
人
等
に
も
免
許
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
無
線
局
の
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
通
信
機
器
を
め
ぐ
る
日
米
摩
擦
、
民

間
放
送
の
多
局
化
構
想
、
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
の
免
許
制
度
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会

一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
九
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
振
興
会
の
経
営
の
活
性
化
の
た
め
、
そ

　
の
役
員
の
選
任
が
自
主
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
等
に
よ
り
、
そ

　
の
経
営
の
自
立
化
を
図
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
業
務
の
総
合
機
械

　
化
の
進
展
等
に
伴
い
関
係
規
定
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
便
貯
金
振
興
会
の
役
員
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
の
選
任
に

　
つ
い
て
は
、
郵
政
大
臣
の
任
命
を
認
可
に
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
郵
便
貯
金
振
興
会
に
、
そ
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議

　
す
る
機
関
と
し
て
評
議
員
二
〇
人
以
内
で
組
織
す
る
評
議
員
会
を

　
置
く
こ
と
と
す
る
。

三
、
郵
便
貯
金
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
事
務
手
続
的
事
項
の
省
令
委

　
任
を
行
う
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

　
　
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
貯
金

　
振
興
会
の
役
員
の
選
任
、
評
議
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
定
は
、

　
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結

　
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
振
興
会
の
経
営
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

　
そ
の
役
員
の
選
任
が
自
主
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
等
に
よ
り
、

　
そ
の
経
営
の
自
立
化
を
図
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
事
業
の
効
率
化

　
の
一
環
と
し
て
郵
便
貯
金
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
事
務
手
続
的
事
項



の
省
令
委
任
を
行
う
こ
と
等
関
係
規
定
の
整
備
を
図
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
郵
貯
資
金
の
自
主
運
用
の
必
要
性
、

少
額
貯
蓄
利
子
非
課
税
制
度
の
堅
持
、
公
定
歩
合
の
引
き
下
げ
に
伴

う
預
金
者
保
護
、
郵
便
貯
金
会
館
の
拡
充
方
策
、
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
強
化
、
Ｏ
Ａ
化
に
伴
う
健
康
管
理
対
策
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
え
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
山
中

委
員
よ
り
反
対
の
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
案
に
対
し
、
片
山
理
事
よ
り
、
金
融
自
由
化
に
対
応
す

る
た
め
、
市
場
金
利
に
よ
る
資
金
運
用
制
度
の
創
設
に
努
め
る
こ
と

等
五
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て
本

委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

郵
便
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
一
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
郵
便
事
業
の
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

　
を
図
る
た
め
、
書
留
と
し
な
い
小
包
郵
便
物
に
対
す
る
損
害
賠
償
の

　
実
施
、
料
金
受
取
人
払
い
制
度
の
改
善
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
簡

　
易
郵
便
局
に
委
託
す
る
事
務
に
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
の
支
払
い
事
務

　
等
を
加
え
る
こ
と
及
び
郵
便
切
手
類
売
り
さ
ば
き
所
に
お
い
て
郵
便

　
の
利
用
上
必
要
な
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の

　
必
要
が
あ
る
の
で
、
郵
便
法
そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改

　
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

　
で
あ
る
。

　
一
、
郵
便
法
の
一
部
改
正

(一)

小
包
郵
便
物
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
実
施

現
行
法
で
は
、
書
留
と
し
な
い
小
包
郵
便
物
に
つ
い
て
の
損

害
賠
償
制
度
は
な
い
が
、
こ
れ
を
、
省
令
で
定
め
る
限
度
額
内

で
実
損
額
を
賠
償
す
る
こ
と
と
す
る
。

(二)

料
金
受
取
人
払
い
制
度
の
改
善

　
小
包
郵
便
物
及
び
特
殊
取
扱
と
す
る
郵
便
物
に
つ
い
て
も
料

金
受
取
人
払
い
の
取
り
扱
い
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
制
度
を



　
　
拡
大
す
る
。

二
、
簡
易
郵
便
局
法
の
一
部
改
正

　
　
簡
易
郵
便
局
へ
の
委
託
事
務
の
範
囲
に
、
厚
生
年
金
保
険
の
給

　
付
の
支
払
い
事
務
及
び
交
通
反
則
金
等
の
受
入
事
務
を
加
え
る
。

三
、
郵
便
切
手
類
売
さ
ば
き
所
及
び
印
紙
売
さ
ば
き
所
に
関
す
る
法

　
律
の
一
部
改
正

　
　
題
名
を
「
郵
便
切
手
類
販
売
所
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る

　
と
と
も
に
、
販
売
所
に
お
い
て
、
郵
便
の
利
用
上
必
要
な
物
品
を

　
販
売
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
及
び
承
認
案
件
に
つ
き
ま

　
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た

　
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
郵
便
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
郵
便
事
業
の

　
現
状
に
か
ん
が
み
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た

　
め
、
書
留
と
し
な
い
小
包
郵
便
物
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
実
施
、
料

　
金
受
取
人
払
い
制
度
の
改
善
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
簡
易
郵
便

　
局
に
委
託
す
る
事
務
に
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
の
支
払
い
事
務
等
を

　
加
え
る
こ
と
及
び
郵
便
切
手
類
売
り
さ
ば
き
所
に
お
い
て
郵
便
の
利

用
上
必
要
な
物
品
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
必

要
が
あ
る
の
で
、
郵
便
法
そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
郵
便
事
業
の
需
要
喚
起
等
増
収
施
策
、

小
包
郵
便
物
の
損
害
賠
償
制
度
、
簡
易
郵
便
局
及
び
郵
便
切
手
類
売

り
さ
ば
き
所
の
業
務
の
現
状
と
改
正
に
よ
る
影
響
、
郵
便
局
舎
改
善

の
あ
り
方
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
次
に
、
放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を

求
め
る
の
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
昭
和
六
十
一
年
度
収
支
予
算
、

事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ま
ず
、
収
支
予
算
に
つ
き
ま
し

て
は
、
事
業
収
入
、
事
業
支
出
と
も
三
千
四
百
十
四
億
五
千
万
円
で

収
支
の
均
衡
を
保
つ
て
お
り
ま
す
が
、
資
本
収
支
に
お
い
て
債
務
償

還
に
必
要
な
資
金
の
不
足
額
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年

度
及
び
昭
和
六
十
年
度
か
ら
の
繰
越
金
百
八
十
三
億
二
千
万
円
の
う

ち
、
九
十
九
億
二
千
万
円
を
資
本
収
入
に
繰
り
入
れ
、
残
余
の
八
十



四
億
円
は
翌
年
度
以
降
の
財
政
安
定
化
財
源
と
し
て
そ
の
使
用
を
繰

り
延
べ
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
計
画
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
重
点
を
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
放
送
網
の
拡
充
、
衛
星
放
送
等
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
実
用
化
の

推
進
、
視
聴
者
意
向
に
応
じ
た
放
送
番
組
の
編
成
、
広
報
・
営
業
活

動
の
積
極
化
、
事
業
運
営
の
効
率
化
な
ど
に
置
い
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
に
は
、
お
お
む
ね
適
当
で
あ
る
旨
の
郵
政
大
臣
の
意

見
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
放
送
に
対
す
る
信
頼
性
の
確
保
、
財

政
基
盤
の
確
立
対
策
、
衛
星
放
送
の
活
用
方
策
、
国
際
放
送
の
拡
充

強
化
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致

を
も
つ
て
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
件
に
対
し
、
片
山
甚
市
理
事
よ
り
、
放
送
の
不
偏
不
党

の
堅
持
、
視
聴
者
の
負
担
増
の
抑
制
等
五
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議

案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
こ
れ
を
本
委
員
会
の
決
議
と

す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六

五
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
再
送
信
の
円
滑
か
つ
適

切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
再
送
信
の
同
意
に
関
し
て
郵
政
大
臣
の
裁

定
の
制
度
を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
と
放
送
事
業
者
間
に
お
け
る

　
再
送
信
の
同
意
に
関
し
、
協
議
が
調
わ
な
い
等
の
場
合
の
措
置
と

　
し
て
、
郵
政
大
臣
の
あ
つ
せ
ん
の
制
度
に
代
え
て
、
郵
政
大
臣
の

　
裁
定
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
郵
政
大
臣
は
、
再
送
信
の
同
意
に
関
し
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る

　
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一

　
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審

　
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



　
本
法
律
案
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
再
送
信
の
円
滑
か
つ
適

切
な
実
施
を
図
る
た
め
、
再
送
信
の
同
意
に
関
し
、
当
事
者
間
で
協

議
が
調
わ
な
い
等
の
場
合
の
措
置
と
し
て
、
郵
政
大
臣
の
あ
つ
せ
ん

の
制
度
に
代
え
て
、
裁
定
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

郵
政
大
臣
は
、
再
送
信
の
同
意
に
関
し
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
裁
定
制
度
の
行
使
の
あ
り
方
、
放
送

メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
位
置
付
け
等
の
諸

問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を

も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
片
山
甚
市
理
事
よ
り
、
長
期
的
展
望

に
基
づ
く
放
送
政
策
の
早
期
策
定
等
の
三
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議

案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
こ
れ
を
本
委
員
会
の
決
議
と

す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
承
認
第
一
号
）

委
員
長
報
告

　
　
一
六
六
ペ
ー
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参
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